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第１章 業務運営評価のための報告 

 

Ⅰ はじめに 

 

この報告書は、「国土交通省所管独立行政法人の業務実績評価に関する基本方針」（平成１４年

２月１日国土交通省独立行政法人評価委員会決定、平成１５年３月１８日、平成１６年２月２３

日及び平成１８年３月９日国土交通省独立行政法人評価委員会改定）に基づき、独立行政法人海

技教育機構の平成２０事業年度業務実績評価のために提出する。 

なお、上記基本方針を踏まえ、中期計画において中期目標期間における項目の目標が具体的数

値（目標値）により設定され、かつ、年度計画において当該年度における当該項目の目標が目標

値により設定されている場合とそれ以外の場合について、それぞれ概ね次の形式で報告する。 

 

    ＜目標値が設定されている場合＞ 

 
① 年度計画における目標値設定の考え方 
 

② 実績値及び取組み 
 

③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 
 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
 

 
＜上記以外の場合＞ 

 

（中期目標） 

大項目－中項目－小項目 

（中期計画） 

大項目－中項目－小項目 

（年度計画における目標値） 

大項目－中項目－小項目 

（中期目標） 

大項目－中項目－小項目 

（中期計画） 

大項目－中項目－小項目 

（年度計画） 

大項目－中項目－小項目 
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① 年度計画における目標設定の考え方 

 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 

 
③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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Ⅱ 業務運営に関する報告 

 
１．中期目標の期間 
 平成１８年４月１日から平成２３年３月３１日までの５年間 

 

２．業務運営の効率化に関する事項 
（中期目標） 

２  業務運営の効率化に関する事項 

  （１）組織運営の効率化の推進 

        全国に展開する各学校を一括して管理し、業務の系統的な実施が図られるよう本部

体制を見直し、これにより、国の政策及び海運業界のニーズに即応できる効率的な組

織を構築し、組織運営に努める。 

 

（中期計画） 

１  業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  （１）組織運営の効率化の推進 

      ① 静岡県に本部を置き、全国に展開する各学校の運営を一括して管理する本部体

制を確立する。 

② 本部においては、国の施策及び海運業界のニーズの把握、海技教育の検証、各学

校間の連絡調整等を行い、効率的な組織運営に努める。 

③ 独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日閣議決定）を受け、平成

２２年度末までに、海技大学校児島分校の機能を海技大学校等へ統合し、校舎を廃

止する。 

 

（年度計画） 

１  業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（１）組織運営の効率化の推進 

      ① 本部における管理機能の強化を図るとともにそれに伴う人員配置の見直しを実施

することにより、一層の効率的な組織運営の推進を図る。 

      ②  本部においては、国の政策及び海運業界のニーズの把握に努め、海技教育の検証を行

い必要な措置を検討し実行に移す等、効率的な組織運営に努める。 
     また、海技大学校児島分校について、その機能を海技大学校本校等に統合するために、

具体的計画の策定を行う。 

 
① 年度計画における目標設定の考え方 

本部における管理機能の強化を図るとともに、それに伴う人員配置の見直しを行うことに

より、一層の効率的な組織運営の推進を図るものとして設定した。 

また、多様化する海運業界のニーズに迅速、的確に対応するため、本部においては、国の

施策及び海運業界のニーズの把握に努め、海技教育の検証、各学校間の連絡調整等を行いな

がら必要な措置を検討する等、効率的な組織運営に努めるものとして設定した。 
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さらに、独立行政法人整理合理化計画を受けて、海技大学校児島分校について、その機能

を海技大学校本校等への統合するための具体的計画を策定するものとして設定した。 

 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 
① 一層の効率的な組織運営の推進のため、本部教育部に置いていた教育第一課（芦屋）と

教育第二課（清水）を教育課として清水に統合し、教育業務の集約化を図るとともに、情

報運用課を企画部から教育部に移すことにより、生徒・学生募集及び求人就職に関する事

務と教育業務の一元化を図り、迅速な事務処理が可能となった。 

 

（資料１：独立行政法人海技教育機構組織改編図）

 

② 今後の運営の基本的方向性を明らかにするため、平成２１年１月から３月にかけて外部

有識者、内航海運事業者等関係者を委員とする海技教育機構運営改革懇談会を計４回開催

し、安定的かつ効率的な業務運営の方向性などについて、「海技教育機構運営改革懇談会の

報告について」を取りまとめた。 

 

（資料２：海技教育機構運営改革懇談会プレス発表用）

 

「独立行政法人整理合理化計画（平成１９年１２月２４日閣議決定）」を受け、海技大学

校児島分校について、その機能を海技大学校本校等へ統合するために、関係機関との調整作

業及び教育機材の移設、廃棄に向けた準備作業等、具体的計画を策定し、平成２１年３月 

３１日をもって海技大学校児島分校の教育業務を停止した。 

 

 
③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

２  業務運営の効率化に関する事項 

  （２）人材の活用の推進 

       教育実施のため必要な役職員を確保するとともに、役職員の非公務員化を踏まえて、

大学等の教育研究機関、海事関連行政機関及び民間の海運会社等の知見を活用して組

織の一層の活性化を図るために、これらの機関等との人事交流を積極的に推進する。

 

（中期計画） 

１  業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（２）人材の活用の推進 

        教育業務の実施のため必要な役職員を確保するとともに、役職員の非公務員化を

踏まえて、大学等の教育研究機関、海事関連行政機関及び民間の海運企業等の知見

を積極的に活用して組織の一層の活性化を図るために、これら機関等と期間中に  

５０名以上の人事交流を図る。 

 

（年度計画における目標値） 

１  業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（２）人材の活用の推進 

大学等の教育研究機関、海事関連行政機関及び民間の海運企業等の知見を積極的に

活用して組織の一層の活性化を図るために、これらの機関等と１０名以上の人事交流

を図る。 

 
① 年度計画における目標設定の考え方 
 大学等の教育研究機関、海事関連行政機関及び民間の海運企業等の知見を積極的に活用し

て組織の一層の活性化を図るために、中期目標期間中に５０名以上の人事交流を実施するこ

ととし、平成２０年度については、年度中の交流予定者数を１０名以上とした。 

 
② 実績値及び取組み 

組織の一層の活性化を図るために１０名の人事交流を行った。 

 具体的には、次のとおりである。 

 

○ 受け入れ  

・国土交通省海事局      ・・・  事務員   １名 

・国土交通省近畿運輸局    ・・・  事務員   １名 

・独立行政法人航海訓練所   ・・・  教員    １名 

・広島商船高等専門学校    ・・・  教員    １名 

・海運企業          ・・・  教員    １名 

計  ５名 
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○ 派遣 

・国土交通省海事局       ・・・  事務員   ２名 

・国土交通省近畿運輸局     ・・・  事務員   １名 

・独立行政法人航海訓練所    ・・・  教員    １名 

・海運企業           ・・・  教員    １名 

計  ５名 

 

 

この人事交流により、各海事関係機関及び海運企業との連携を図ることができるととも

に、行政機関の事務取扱要領や船社から受け入れた教員による最新の船舶の知識を踏まえた

実践的な指導及び他の船員教育機関の指導要領等のノウハウを機構の業務に取り入れるこ

とにより、事務処理や教育の質の改善を図った。 

 

 
③ 実績値が目標に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

２  業務運営の効率化に関する事項 

  （３）業務運営の効率化の推進 

    業務運営の効率化を図るとともに、一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上

を必要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）について、中期目標期

間中に見込まれる当該経費総額（初年度の当該経費相当分に５を乗じた額。）を６％

程度抑制することとする。 

      また、業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因

により増減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額

（初年度の当該経費相当分に５を乗じた額。）を２％程度抑制することとする。 

      また、一部業務の民間開放を推進する。 

 

（中期計画） 

１  業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

  （３）業務運営の効率化の推進 

      ① 施設管理業務等の外部委託、管理業務のＩＴ化とともに、英語のカリキュラムの

一部を民間に開放する等の措置を講じることにより、業務運営の効率化を推進する。

② 一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因に

より増減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる当該経費総額

（初年度の当該経費相当分に５を乗じた額。）を６％程度抑制する。 

また、業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要

因により増減する経費を除く。）について、中期目標期間中に見込まれる当該経費

総額（初年度の当該経費相当分に５を乗じた額。）を２％程度抑制する。 

③ 船員教育のあり方全般の見直しに対応した教育業務の効率化を推進する。 

 

（年度計画） 

１  業務運営の効率化に関する目標を達成するためとるべき措置 

（３）業務運営の効率化の推進 

① 施設管理業務等の外部委託化を推進するとともに、給与システム及び会計システ

ムの一元化を図り業務運営の効率化を推進する。 

②  一般管理費（人件費、公租公課等の所要額計上を必要とする経費及び特殊要因に

より増減する経費を除く。）及び業務経費（人件費、公租公課等の所要額計上を必

要とする経費及び特殊要因により増減する経費を除く。）について、中期目標期間

中に見込まれる当該経費総額の抑制に努める。 

③ 船員教育のあり方全般の見直しに関する検討結果を踏まえ、所要の措置を検討し、

実施する。 

 
 

① 年度計画における目標設定の考え方 
運営経費の抑制、業務運営を効率的に遂行するため、施設管理業務等の外部委託化、管理
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業務のＩＴ化を推進するとともに、英語のカリキュラムの一部を民間に開放することとし、

中期目標期間中に見込まれる当該経費総額の抑制に努めるものとして設定した。 

また、「船員教育のあり方に関する検討会」の検討結果を踏まえ、必要に応じた所要の措置

を検討するものとして設定した。 
 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 
① 業務運営の効率化の推進 

施設管理業務等の外部委託化、管理業務のＩＴ化及び英語のカリキュラムの一部を民間

に開放することについて、以下のとおり実施した。 

ⅰ．施設管理業務等の外部委託化 

接受文書の管理等定型的な事務の一部に関する外部委託について、昨年度までの４校

（海技大学校、国立宮古及び国立清水海上技術短期大学校、国立館山海上技術学校）に

加え、国立小樽海上技術学校で行い、人件費の削減を図った。 

 

ⅱ．管理業務のＩＴ化の推進 

平成１９年度に清水で一括管理できるよう準備を終えた給与・会計システムを平成 

２０年度から本格的に運用を開始した。これにより、決算業務が一元化され、管理業務

の効率化を図った。 

 

ⅲ．英語カリキュラムの一部の民間開放 

規制改革・民間開放推進会議等の指摘を踏まえ、海技大学校（外航基幹職員養成コー

ス）及び海上技術短期大学校（清水、波方）の英語授業の一部を引き続き民間開放して

いる。 

 

② 一般管理費及び業務経費の抑制 

  予算作成時の抑制 
一般管理費及び業務経費予算については、財務省の方針に従い所要の効率化係数を乗じ

ることにより算出された予算に基づき編成されており、一般管理費２３８百万円（対１９

年度比９６．５％）、業務経費４１６百万円（対１９年度比９５．７％）となっている。

この予算に基づき適切に執行し、一般管理費のうち保守・修繕費を１百万円（対１９年

度比４．６％減）削減するなど支出の抑制に努めた結果、一般管理費２２２百万円（対 

１８年度予算比８６．７％）、業務経費４５５百万円（対１８年度予算比９９．６％）で

あり、中期目標に定められた経費の抑制が達成できる見込みである。 
③ 船員教育のあり方に関する検討会における「外国人船員養成のための実習その他の教育

を積極的に行うべき」との報告を踏まえたうえで、中小外航船社の要望により、フィリピ

ン国で３２名のフィリピン人船員に対し、５日間の海事基礎教育研修を実施した。（受託事

業） 
 

次年度以降の取り組み 
次年度以降も引き続き施設管理業務等の外部委託化、管理業務のＩＴ化を推進すると
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ともに、専修科校３校（海上技術短期大学校）で、英語のカリキュラムの一部を民間に

開放することにより、業務運営の効率化を推進する。 
なお、外航基幹職員養成コース（海技大学校）の英語民間開放については、費用の抑

制、効果等を総合的に検討した結果、平成２１年４月以降については、ネイティブを除

き、可能な限り常勤教員で対応することを検討する。 
 
③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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３．国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施 

独立行政法人海技教育機構法第１１条第１項第１号に基づき、船員に対し船舶の

運航に関する学術及び技能を教授する。 

また、独立行政法人海技教育機構法第１１条第２項に基づき、国際航海船舶及び

国際港湾施設の保安の確保等に関する法律（平成１６年法律第３１号）第８条第２

項の規定による同条第１項の講習の実施に関する業務を行う。  

海技教育の実施に当っては、海技教育全体のニーズにより柔軟に対応した事業運

営体制と、船員のライフサイクルに応じて実施できる教育体制を構築することとす

る。 

 
（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

  （１）海技教育の実施 

     海技教育の基本的枠組みとして、期間中早期に「海技資格の取得等を図るための

教育」及び「実務能力の向上等を図るための教育」（以下、それぞれ「資格教育」及

び「実務教育」という。）の２本柱の体制を構築して、以下のとおり海技教育を実施

する。 

 
（年度計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

  （１）海技教育の実施 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施 

① 海技資格の取得を図るための教育（以下「資格教育」という。） 

イ 船員養成事業については、養成対象を専修科へ重点化しつつ、スリム化の方向

で船員労働市場の需要規模に見合った養成規模で実施することとし、年間入学定

員を期末までに３５０名程度とする。 

ロ 海技士資格取得のための船員再教育事業については、一体的な実施を進め、上

級海技士資格に対する需要の動向を踏まえてスリム化を図り、年間入学定員を 

１４０名程度とし、効率的かつ効果的なものとする。 

  ハ 資格教育については、船員養成事業と船員再教育事業の一体的な実施を図る。

具体的には、本科又は専修科の卒業生が更に上級の資格を円滑に取得できる一貫

教育システムを導入するとともに、可能な限り各種資格の個別実施体制から教育

内容に応じた一体的な実施体制とする。これにより、資格教育の充実・強化及び

効率的な実施を図るものとする。 

また、船舶の技術革新や海運業界のニーズに的確に対応するため、教育内容の

改定・精選を行うほか、司ちゅう・事務科の廃止に伴う船内供食・栄養管理に関

する教育の充実等を図る。 

 

（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

  （１）海技教育の実施 

① 資格教育 

   イ 海技課程本科（以下、「本科」という。）及び海技課程専修科（以下、「専修

科」という。）の資格教育については、主として内航の基幹船員の養成を目指す

ものとして位置付け、養成対象を本科から専修科に重点化しつつ、それぞれの年

間入学定員を期末までに１１０名程度及び２４０名程度とする。 

   ロ 海技専攻課程海上技術コース（以下、「海上技術コース」という。）のうち、

（航海）及び（機関）においては、本科又は専修科の教育を修了した者がより上

級の教育に進むことができるよう体制を拡充し、基本教育から高度な教育までの

一貫教育を実施することにより資格教育の一層の充実・強化を図り、年間入学定

員を３０名程度とする。 

また、就労船員等を対象とする資格教育については、年間入学定員を１１０名

程度とする。 

   ハ 資格教育の実施に当たっては、可能な限り各種資格ごとの個別実施体制から教

育内容に応じた一体的な実施体制とすることにより、その教育の効率的な実施を

図るとともに、資格取得のためのサポート体制の強化等を行うことにより、その

教育の充実を図る。 
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また、船舶の技術革新や海運業界のニーズに的確に対応するため、教育内容の

改定・精選を行うほか、即戦力ある若年船員養成のためのインターンシップ教育

及び司ちゅう・事務科の廃止に伴う船内供食・栄養管理に関する教育の充実等を

図る。 

 

（年度計画における目標値） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

  （１）海技教育の実施 

① 資格教育 

イ 海技課程の養成対象について、専修科の応募状況を勘案しつつ、国土交通省そ

の他関係機関と連携を図りながら、少子化、大学全入時代の状況を踏まえ、検討

する。 

ロ 就労船員等を対象とする資格教育については、各コース別の年間募集人員を以

下のとおりとする。なお、上級海技士取得コースのうち、一級及び二級海技士コ

ースを平成２０年度から廃止する。 

                海上技術コース（航海専攻）、（機関専攻）  １０名 

                海技士コース               １００名 

ハ(a) 効率的な教育の実施を図るため、海技士コースにおいて、四級及び五級海技

免許の取得を目的とする教育を、前年度の試行結果を踏まえ、一体的に実施す

る。また、三級海技免許の取得を目的とする海上技術コース（航海）、（機関）

及び同（航海専修）、（機関専修）においても前年度の試行結果を踏まえ、教

育内容に応じて一体的に実施する。 

(b) 平成１９年度に新設した海技士コース（六級航海専修）については、国の施

策及び内航海運業界のニーズに対応した募集人員とし、平成２０年度は２０名

で３回実施する。 

(c) 資格取得のための補講の実施、基礎学力向上のための個別指導の実施、教材

の工夫等学生・生徒に対するサポート体制の強化等を行うことにより、その教

育を充実させる。 

(d) 船舶の技術革新や海運業界のニーズに的確に対応するため、教科書改訂を継

続する。 

(e) 採用企業との意見交換会等を踏まえ、インターンシップ教育制度について再

検証を行う。 

(f) 本科及び専修科における船内供食及び栄養管理に関する教育内容の前年度の

検証を踏まえ、教科内容の改善を図るとともに教育時間の見直しを図る。 

 

① 年度計画における目標値設定の考え方 
海技課程の養成対象について、専修科の応募状況を勘案しつつ、所要の措置をとるととも

に、独立行政法人統合のメリットを活かした教育体制を検討・確立するものとして設定した。
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② 実績値及び取組 
① 資格教育 

 イ 国立宮古海上技術短期大学校を開校した。これにより、本科４校、専修科３校で、四

級海技士（航海及び機関）の資格教育を実施した。 

          定 員    応募者             入学者 

  本 科    １４０名   ２７９名（倍率２．０倍） １５５名 

   専修科     ２４０名   ３４９名（倍率１．５倍） ２５０名 

     

海技課程の年間入学定員を期末までに３５０名程度にすることについては、少子化、

大学全入時代の状況を踏まえ、専修科の応募状況等を勘案しつつ、引き続き国土交通省

等との連携を図りながら検討している。 

 

（資料３：本科、専修科応募・入学状況）

（資料４：本科、専修科及び海上技術コースの在籍者数）

 

ロ 就労船員等を対象とする資格教育 

海技大学校海技士コースのうち、一級及び二級海技士コースを計画通り廃止し、引き

続き、船員教育機関以外の一般大学・高専卒業者を対象として三級海技士取得を目的と

した海上技術コース（航海専攻）及び同（機関専攻）の年間入学定員を計１０名、三級

～六級海技士の資格取得を目的とした海技士コースを計１００名とした。 

 

（資料５：就労船員等を対象とする資格教育入学者数及び卒業者数）

 

ハ(a) 教育内容に応じた一体的実施 

海技大学校の海技士コース及び海上技術コースにおいて、昨年度に実施した教育の

一体的実施に関するアンケート調査より、「重複した教育内容について、一体的に教

育を行っても支障がない」ことを確認したので、引き続き授業を一体的に実施し、教

育業務の効率化を図った。 

 

(b) 船員教育機関以外の高等学校を卒業した者等を対象とする課程 

平成１９年度に新設した海技士コース（六級航海専修）については、国の施策及び

内航海運業界のニーズに対応し、入学資格要件の緩和を行ったうえで、定員２０名で３

回実施した。 

 

(c) 生徒・学生に対するサポート体制の強化等を行う取り組み 

前年度に引き続き、次の取り組みを行った。 

本科（海上技術学校） 

ⅰ 教科指導に関する取り組み 

各校で校内実力テストを実施し、学習意欲の高揚を図るとともに、生徒の不得

意科目の把握に努め、放課後や長期休業中を利用して補講等を実施し、基礎学力
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の向上に努めた。 

 

ⅱ 国家試験、資格取得に対する取り組み 

上級国家試験受験希望者に対する補講の他、危険物取扱者等の資格取得希望者

に対する講習を実施した。 

 

専修科（海上技術短期大学校） 

ⅰ 教科指導に関する取り組み 

・ 定期試験毎に、基準点に達しない学生に対して、補講や再試験を実施し学力

の向上に努めた。 

・ 清水校においては、今年度新たに、選択科目のうち、航海特論及び機関特論

では、基礎学力別のクラス編成を行い、学生の理解度の向上を目指した。 

 

ⅱ 国家試験、資格取得に関する取り組み 

上級国家試験受験希望者に対する補講や学習指導を行った。 

 

(d) 教科書の改訂 

海上技術学校及び海上技術短期大学校で使用する教科書については、船舶の技術革

新や海運業界のニーズに的確に対応するよう、引き続き改訂を行った。（３年ごとに

改訂） 

今年度は、次の６科目の改訂を実施した。 

・海洋気象 ・機械工作 ・航海実技 ・訓練救命 ・訓練消火 ・海上実習テー

マ集 

 

（資料６：教科書改訂資料）

 

また、海技大学校で開設している海事教育通信コースについて、一級機関及び二級

機関の演習問題、報告課題の作成、航海基礎及び三級航海の教科書を改訂した。 

 

(e) インターンシップコースの再検証 

海上技術短期大学校におけるインターンシップコース修了後、受け入れ会社と実施

内容について、検証会を実施し、制度開始以降、生徒・学生及び企業の制度利用がほ

とんどない現状に加え、今後も制度の利用増が見込めないことから、同コースを廃止

する方向で関係者と調整を行うこととした。 

 

(f) 調理教育内容の改正 

本科及び専修科における船内供食及び栄養管理に関する教育内容について、前年度

の検証を踏まえ、これまでの教育効果を維持しつつ、より短い時間で調理教育が実施

できるよう、調理教育教本を見直し、調理作業を単純化し、イラストや写真により理

解しやすい内容に改訂した。また、座学部分についても調理作業に絡めて指導するこ
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とにより、調理教育時間を４０時間から２１時間に短縮した。 

 

 

③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施 

② 海技士資格取得以外の講習等については、海運業界の共益的事業としてふさわし

いものを実施する観点から、民間の主体にゆだねた場合には必ずしも十分な教育が

実施されないおそれがある場合を対象として必要最小限度の講習を実施するものと

する。 

 

（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

② 実務教育 

        機構の人材、教育施設・装置を活用して実施することが適当と認める講習等、海

運業界の共益的事業としてふさわしい教育を実施するとの考え方に基づき、実務教

育を精査して実施することとし、年間入学定員を１，０００名程度とする。 

 

（年度計画における目標値） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

② 実務教育 

イ 技術教育科については、各コース別の年間募集人員を以下のとおりとする。 

運航実務コース          ７４５名 

海事教育通信コース        １３５名 

船舶保安管理者コース        ９６名 

外航基幹職員養成コース       ２０名 

国際協力コース           ５０名 

ロ 運航実務コースについては、海運業界の共益的事業としてふさわしい教育を精

査する。 

ハ 海事教育通信コースについては、海運業界のニーズに対応し、教育課程及び教

育内容の見直しを行う。 

ニ 水先人の後継者不足に対応するため、前年度に新設した船舶運航実務課程水先

コースにおいて、三級水先人養成を開始する。 

 

① 年度計画における目標値設定の考え方 
海技士資格取得以外の講習等については、海運業界の共益的事業として、必要最小限度の

講習を精査、実施することとし、年間入学定員を１，０００名程度とするものとして設定し

た。 
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② 実績値及び取り組み 
② 実務教育 

イ 海技大学校の技術教育科においては、引き続き、次の６コースの教育を実施した。 

                  〔定 員〕    〔入学者数〕 

運航実務コース          ７４５名    １，９９９名 

海事教育通信コース        １３５名      １２５名 

水先コース                       ７６名 

船舶保安管理者コース        ９６名      ５６８名 

外航基幹職員養成コース       ２０名       ２８名 

国際協力コース           ５０名       ４１名 

計            １，０４６名    ２，８３７名 

 

運航実務コースは、操船シミュレータ訓練に計４００名（１３５回開講）、安全実務教

育に計２１２名（３６回開講）等に受講者が集中したが、1回の受入数を増やしたり、休

日に開講する等海運業界の要望に応えて実施方法を工夫し、上記実績を上げた。 

また、船舶保安管理者コースは、国内の受講者は減少したものの、国の施策を受けて平

成１９年度から開始したフィリピン国での講習に計２５７名（３回開講）を含めて１４回

開講した。（国内講習３１１名、国外講習２５７名） 

 

ロ 「海技大学校８社連絡網連絡会」、「ユーザーモニター会議」、その他船社及び海事関係

団体との意見交換会等を通し、海運業界等の実情の把握に努めた結果、安全に関する教

育・指導等の要望が多いことから本年度は、「フェリー乗船指導」、「事故回避と再発防止

に係るアドバイス」など共益事業としてふさわしい教育を実施した。 

 

ハ 海事教育通信コースについては、海運業界のニーズに対応するため、既存のコースに

加え、海技士従事者国家試験合格を目指す「海事教育通信コース（一級機関）」及び「海

事教育通信コース（二級機関）」を開設した。 

 

ニ 平１９年度に新設した船舶運航実務課程水先コースにおいて、平成２０年１０月に三

級水先人養成を開始し以下の講習を行った。開講にあたっては、訓練機材の整備、専門イ

ンストラクターの手配、社船乗船実習の調整・手配など多様な開講準備を行った。 

〔平成２０年度受講者数〕 

    水先コース（一級）     １６名 

    水先コース（三級）      ６名 

  水先コース（限定解除）   ２８名 

  水先コース（更新講習）   ２６名 

    合  計        ７６名 
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③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施  

③ 国の政策及び海運業界のニーズの変化に柔軟に対応できるよう、必要に応じ適宜

教育課程及び教育内容の見直しを行うこととする。 

 

（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

③ 課程の見直し 

国の政策及び海運業界のニーズの変化に柔軟に対応できるよう、必要に応じ適宜

教育課程及び教育内容の見直しを行う。 

 

（年度計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

 （１）海技教育の実施 

③ 課程の見直し 

国の政策及び海運業界のニーズの変化に柔軟に対応できるよう、引き続き教育課

程及び教育内容の見直しを検討する。 

 
① 年度計画における目標設定の考え方 

国の政策及び海運業界のニーズの変化に柔軟に対応できるよう、必要に応じ適宜教育課程

及び教育内容の見直しを行うものとして設定した。 

 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 
③ 課程の見直し 

・ 海上技術コース（機関）及び海上技術コース（機関専修）において、情報処理に関す

る基礎部分の更なる強化・充実を図り教育効果を高めるために、教科目「コンピュータ」

の教育時間を現行の２単位から２．５単位に見直した。 

・ 行政改革推進本部によるＪＩＣＡ集団研修の見直しの要請を受け、国際協力コース（中

級）の機関関係のカリキュラムを全面的に見直した。 

また、国際協力コース（初級）の日本語教育について、入学当初に集中的に実施して

いたものを修業期間全体に振り分けることで、教育効果の向上を図り、日本語講師から

も例年より上達しているとの評価を得た。 

・ 海上技術コース（専攻）の航海訓練を日本籍船のみとしていたが、船社の要望を受け

検討したところ、外国籍船であっても同等の訓練が可能と確認したため、この要件を緩

和した。 
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③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施  

④ 資格教育については、補講等の自主講座、模擬試験、個別指導を行って教育効果

を高め、その目標とする海技従事者国家試験の合格率を向上するよう努めることと

する。 

 

（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１） 海技教育の実施 

④ 合格率 

資格教育については、補講等の自主講座、模擬試験、個別指導を行って教育効果

を高め、その目標とする海技士国家試験の合格率が９０％以上とするよう努める。

なお、本科に限っては、その合格率の目標を６５％以上とする。 

 

（年度計画における目標値） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

④ 合格率 

資格教育については、補講等の自主講座、口述試験練習、受験心得の直前指導を

充実させることにより、海技士国家試験の合格率を９０％以上とするよう努める。

なお、本科に限っては、その合格率の目標を６５％以上とする。 

 
 ① 年度計画における目標値設定の考え方 

 中期計画の目標値を達成するため、補講等の自主講座、口述試験練習、受験心得の直前指

導を充実させることにより、国家試験の合格率９０％以上、本科にあっては６５％以上を維

持するものとして設定した。 

 
 ② 実績値及び取組 

④ 合格率 

本科、専修科及び海技専攻課程とも目標値を達成した。 

〔目標値〕    〔実績値〕 

・本 科 四級海技士（航海及び機関）    ６５％     ９０．８％ 

・専修科 四級海技士（航海及び機関）    ９０％     ９３．７％ 

・海技専攻課程（三級、四級、五級海技士）  ９０％     ９３．８％ 

    ※ ４月定期試験までの集計 
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海技士国家試験の合格率を向上させるため、前年度に引き続き下記の取り組みを実施し

た。 

ⅰ 補講等の自主講座 

・ 海上技術学校においては、指導資料の周到な準備を行い、問題点の解消に重点を置

き補講を実施した。また、理解度の低い生徒には課題を与えるなどして底上げを図っ

た。 

・ 海上技術短期大学校及び海技大学校においては、希望者に対し、補講や個別指導を

実施し、教育効果の向上に努めた。 

 

ⅱ 口述試験練習 

・ 海上技術学校においては、補講に口述試験形式の模擬試験を取り入れた。これによ

り、生徒の理解度を把握するとともに、本番に向けて口述解答がスムーズに行えるよ

うになった。 

・ 海上技術短期大学校においては、３月の卒業式までの間に口述模擬試験を実施し、

本番の口述試験に備えて万全の準備を行った。 

・ 海技大学校においては、過去１０年程度の国家試験問題を収集、整理し、教材とし

て学生に配布し、解説を行うとともに、教員による模擬口述試験を繰り返し実施した。

 

ⅲ 受験心得の直前指導 

・ 口述試験会場に教員を派遣し、受験の心構え等の直前指導を行うとともに、服装や

姿勢等細かな点についても指導し、安心感と自信を持たせるよう工夫した。 

・ 海上技術短期大学校及び海技大学校においては、国家試験（口述試験）受験まで在

寮期間延長の措置をとり、目標である国家試験合格までの継続した指導体制を整え

た。 

 

 ③ 実績値が目標に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 
 ④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

（参考） 

ⅰ 本  科（海上技術学校） 四級海技士（航海及び機関）の合格率９０．８％ 

種目別の合格率は、四級海技士（航海）が９２．７％、四級海技士（機関）９６．３

％であり、四級海技士（航海）又は（機関）１以上合格した者は９８．２％であった。

ⅱ 専修科（海上技術短期大学校）四級海技士（航海及び機関）の合格率９３．７％ 

種目別の合格率は、四級海技士（航海）が９７．５％、四級海技士（機関）９５．０

％であり、四級海技士（航海）又は（機関）１以上合格した者は９８．７％であった。

ⅲ 海技専攻課程（海技大学校）（航海又は機関）の口述試験合格率 ９３．８％ 

各コースの航海が９０．０％、機関が１００％、全体で９３．８％であった。  
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本科 

学校名 
四級海技士 四級海技士 四級海技士 四級海技士 

(航海及び機関) （航海） （機関） (航海)又は(機関)

小 樽 76.5% 76.5% 94.1%  94.1%

宮 古 83.3%  88.9% 94.4% 100.0%

館 山 92.6% 96.3% 96.3% 100.0%

唐 津 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

口 之 津 95.5% 95.5% 95.5%  95.5%

本 科 小 計 90.8% 92.7% 96.3%  98.2%

 

専修科 

学校名 
四級海技士 四級海技士 四級海技士 四級海技士 

(航海及び機関) （航海） （機関） (航海)又は(機関)

清 水 92.9% 99.0% 92.9% 99.0%

波 方 95.1% 95.1% 98.4%  98.4%

専 修科小計 93.7% 97.5% 95.0% 98.7%

 

海技専攻課程 

コース 航海 機関 計  

海 上 技 術 コ ー ス 100.0% 100.0% 100.0%  

海技士コース（三級）  88.9% 100.0% 100.0%  

海技士コース（四級） 92.3% 100.0% 88.5%  

海技士コース（五級）  75.0% 100.0% 100.0%  

小 計 90.0% 100.0% 93.8%  

 

 ＊小計＝（合格者数）/（受験者数） ×１００％とした。 

 

合格率比較 

 本科 専修科 海技専攻課程 

平成１９年度 ７６．０％ ９３．３％ ９３．８％ 

平成２０年度 ９０．８％ ９３．７％ ９３．８％ 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施 

⑤ 海事関連企業への訪問等求職活動を強化することにより、海事関連企業への就職

率を向上するよう努めることとする。 

 

（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑤  就職率 

就職情報ネットワークの構築等船員職業紹介事業の充実を図り、海事関連企業へ

の訪問等求職活動を強化することにより、海事関連企業への就職率を、専修科にお

いては９０％以上、本科においては７０％以上、海上技術コースにおいては９０％

以上とする。 

 

（年度計画における目標値） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑤ 就職率 

就職情報ネットワーク上の求人票の様式を船社から新人教育課程すべて選択でき

るよう改修し、ネットワークの幅広い普及を図るとともに、海へのチャレンジフェ

アへの参加や、海事関連企業への訪問等求職活動をより強化することにより、海事

関連企業への就職率を、専修科においては９０％以上、本科においては７０％以上、

海上技術コースにおいては９０％以上とする。 

 
 ① 年度計画における目標値設定の考え方 

就職情報ネットワーク上の求人票の様式を改修し、ネットワークの幅広い普及を図るとと

もに、海事関連企業への訪問等求職活動をより連携を強化することにより、中期計画の目標

値である海事関連企業への就職率を９０％以上とするものとして設定した。ただし、本科に

関しては７０％以上とした。 

 
 ② 実績値及び取組 

⑤ 就職率 

ⅰ 本科、専修科及び海上技術コースの海事関連企業への就職率は、昨年に引き続き、い

ずれも９０％以上を達成した。 

〔目標値〕    〔実績値〕 

・ 本 科        ６５％     ９０．８％ 
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・ 専修科        ９０％     ９３．７％ 

・ 海上技術コース    ９０％     ９３．８％ 

 

※ 海事関連企業等に対する取り組み 

  ・職員による会社訪問を延べ４９２社実施した。 

  ・求人依頼文書を３９７社へ発送した。 

  ・各学校において、生徒・学生を対象とした会社説明会を実施した。 

※ 生徒・学生に対する取り組み 

本科（海上技術学校） 

・ 内航乗船体験、会社訪問、フェリー等での職場体験及び海へのチャレンジフェアへ

の積極的な参加を指導した。 

・ 事前の進路希望調査を踏まえ、三者面談を実施し、保護者の意向を含めて就職のミ

スマッチを防ぐよう心掛けた。 

・ 卒業生来校時、３年生に対して船内業務の実態や給与等の待遇面での話をしてもら

い、在学中の学習の目標や近い将来に考えるべき課題の提供をしてもらった。 

 

専修科（海上技術短期大学校） 

・ 内航乗船体験、会社訪問、海へのチャレンジフェアへの積極的な参加を指導した。

・ 個別面談を実施し、各教員の経験を元にアドバイスを行い、具体的な会社の絞り込

み等丁寧な就職指導を行った。図書室に就職関連資料コーナーを整備し、放課後や休

日に学生が自由に閲覧できるようにした。 

また、教室にも求人票を閲覧できるようにし、興味ある会社については、インター

ネットを使った検索ができるように設備を整備した。 

 

海上技術コース（海技大学校） 

会社訪問、海へのチャレンジフェアへの積極的な参加を指導するとともに、会社説明

会を実施した。 

（資料７：求人数及び就職者数の推移） 

 

ⅱ 全ての新人教育課程の求人票様式を就職情報ネット上から選択できるよう改修した。

その結果、企業からの就職情報ネットに直接入力された求人申込件数が８４件（昨年

度７０件）に増加し、ＦＡＸ、郵送等による従来の申し込み方法から、企業の利便性

を高めることができた。 

 

 

  

③ 実績値が目標に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 

 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（参考） 

ⅰ 本科（海上技術学校） 

海事関連企業への就職率    ９３．８ ％  

平成１９年度の本科卒業者１７９名のうち１４６名が就職を希望し、１３７名 

（９３．８％）が海事関連企業（船員）に、８名が陸上企業に就職した。平成２０年度

内に就職に至らなかった者が１名いるが、平成２１年度においても引き続き求人・就職

活動を行うものとする。 

ⅱ 専修科（海上技術短期大学校） 

海事関連企業への就職率    ９６．１ ％  

平成２０年度の専修科卒業者１５９名のうち１５５名が就職を希望し、１４９名 

（９６．１％）が海事関連企業（船員）に、３名が陸上企業に就職した。年度内に就職

に至らなかった者が３名いるが、平成２１年度においても引き続き求人・就職活動を行

うものとする。 

ⅲ 海上技術コース（海技大学校） 

海事関連企業への就職率    ９６．０ ％  

平成２０年度の海上技術コース卒業者２７名のうち２５名が就職を希望し、２４名 

（９６．０％）が海事関連企業（船員）に就職した。年度内に就職に至らなかった者が

１名いるが、平成２１年度においても引き続き求人・就職活動を行うものとする。 

 

海事関連企業就職率＝（海上就職者＋造船等海上関連就職者）/（就職希望者数）×１００  

学校名 卒業者 
就職 

希望者

海事関連

企業 

就職者 

陸上 

企業 

就職者

就職者の

合計 

就職 

未定者 

海事関連

企業 

就職率 

小 樽 29(1) 22(0) 22(0) 0 22(0) 0 100.0%

宮 古 41 33 28 4 32 1 84.8%

館 山 42(4) 30(3) 27(3) 3 30(3) 0 90.0%

唐 津 34 29 28 1 29 0 96.6%

口 之 津 33(1) 32(1) 32(1) 0 32(1) 0 100.0%

本 科 179(6) 146(4) 137(4) 8 145(4) 1 93.8%

 

清 水 98(13) 97(13) 92(11) 2(1) 94(12) 3(1) 94.8%

波 方 61( 4) 58( 4) 57( 3) 1(1) 58( 4) 0  98.3%

専 修 科 159(17) 155(17) 149(14) 3(2) 152(16) 3(1) 96.1%

海上技術コース 27(1) 25(1) 24(0) 0 24(0) 1(1) 96.0%

 

（ ）内は、女子で内数 

            本科は、平成１９年度卒業者の平成２０年度末における就職状況
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 （１）海技教育の実施 

⑥ 海技教育の質的向上と受益者の期待に応えるために、関係機関・業界との意見交

換会等を積極的に行い、ニーズの把握に努めることとする。 

 

（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑥  意見交換会の実施 

海運業界のニーズに対応した効果的な海技教育を実施するため、関係する教育

機関や海運業界と年１０回程度の意見交換会を開催するほか、各機関・海運業界

との対話を積極的に進める。 

 

（年度計画における目標値） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑥ 意見交換会の実施 

海運業界のニーズに対応した効果的な海技教育を実施するため、関係する教育機関

や海運業界と１０回程度の意見交換会を開催するほか、各機関・海運業界との意見交

換を積極的に進める。 

    
① 年度計画における目標値設定の考え方 

海運業界のニーズ等を把握するため、各機関・海運業界と１０回程度の意見交換会を開催

するものとして設定した。 

 
② 実績値及び取組み 
⑥ 意見交換会の実施 

関係教育機関や海運業界と３７回の意見交換会を実施し、船員養成施設に対する要望等

海運業界のニーズを把握し、企業が採用条件として「協調性」や「積極性」を求めている

ことなどを、各学校の教育及び生活指導に反映させるため、教員研修の内容の見直しを行

った。 

 

  ・海技教育機構運営改革懇談会 ・・・・・・・・・ ４回 

・日本内航海運組合総連合会 ・・・・・・・・・・ ２回 

・各地方船員対策連絡協議会 ・・・・・・・・・・ ７回 
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・地方海事産業次世代人材育成推進協議会 ・・・・ ５回 

・ユーザーモニター会議 ・・・・・・・・・・・・ １回 

・海技大学校８社連絡網連絡会 ・・・・・・・・・ ２回 

・船員教育機関との連絡会議 ・・・・・・・・・・ ２回 

・航海訓練所 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ ３回 

・その他 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ １１回   

計  ３７回 

 

（資料８：平成２０年度 関係教育機関及び海運業界との意見交換会開催実績）

 
③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施  

⑦ 授業に必要な船舶運航に関する最新の知識及び技能を習得するための教員の研修

計画を策定し、研修及び船舶乗船研修を実施するとともに、適正な運営に必要な事

務員等の研修計画を策定し、研修を実施する。 

 
（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑦ 研修の実施 

授業に必要な船舶運航に関する最新の知識及び技能を習得するための教員の研

修計画を策定し、期間中に１２０名以上の研修及び船舶乗船研修を実施し、これら

の研修等で得た知識及び技能の共有化によって、研修効果の拡大を図る。また、適

正な運営に必要な事務員等の研修計画を策定し、期間中に８０名以上の研修を実施

する。 

 

（年度計画における目標値） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑦ 研修の実施 

授業に必要な船舶運航に関する最新の知識及び技能を習得するための教員の研修

計画を策定し、２４名以上の教員に対して研修及び船舶乗船研修を実施し、これら

の研修等で得た知識及び技能の共有化によって、研修効果の拡大を図る。また、機

構の適正な運営に必要な事務員等の研修計画を策定し、１６名以上の事務員等に対

して研修を実施する。 
 

① 年度計画における目標値設定の考え方 
授業に必要な最新の知識及び技能を習得するため教員の研修計画を策定し、２４名以上の

研修及び船舶乗船研修を実施し、また、機構の適正な運営に必要な事務員等の研修計画を策

定し、１６名以上の研修を実施するものとして設定した。 

 
② 実績値及び取組 
⑦ 研修の実施 

 ⅰ 教員研修 

教育力の向上を図るため、教育に係る研修に重点を置くこととし、教員の経験年数に

応じた研修システムを再構築した。これに基づいて、今年度、採用後５～１０年程度の
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教員を対象にしたミドル・ステップ研修を新たに実施したことに加え、船舶運航に関す

る知識及び技能を修得するために乗船研修や技能研修にも重点を置き、延べ９３名の教

員研修を実施した。（目標値２４名以上） 

また、受講者が各学校に戻ってから校内で報告会等研修を実施することにより、研修

効果の拡大を図った。 

   〔海上技術学校等〕 

・ミドル・ステップ研修 ・・・・・・・・・・・・・・ １０名 

・内航船乗船研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ３名 

・海技丸体験乗船 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  １名 

・内燃機関開放復旧作業研修 ・・・・・・・・・・・・  ６名 

・普通科教員研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・  ９名 

・小型教員研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・ ２１名 

・研削砥石特別教育 ・・・・・・・・・・・・・・・・  ５名 

・基礎から学ぶホームページ作成講座 ・・・・・・・・  １名 

・アーク溶接特別教育 ・・・・・・・・・・・・・・・  ２名 

・応急手当普及養成講習会 ・・・・・・・・・・・・・  １名 

・インフルエンザ公開講座 ・・・・・・・・・・・・・  １名 

・真の募集力を考えるセミナー ・・・・・・・・・・・  １名 

・子供を理解し、支援するための教育相談基礎講座 ・・  １名 

・校内 LAN の仕組みが分かるネットワーク初級講座 ・・  １名 

〔海技大学校〕 

・フェリー・高速船乗船研修 ・・・・・・・・・・・・・・８名 

・救急救命講習 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名 

・ペイント及び塗装研修  ・・・・・・・・・・・・・・・・１名 

・コーンズ商会 ADMIRALITY ENC セミナー ・・・・・・・・４名 

・こませ網漁船体験乗船研修 ・・・・・・・・・・・・・・３名 

・第１１７回船長実務講座 ・・・・・・・・・・・・・・・３名 

 （次世代の航海支援 e-Navigation について） 

・第５１回船舶気象懇談会 ・・・・・・・・・・・・・・・３名 

（台風、現在の海賊について） 

・粉塵作業に関する特別教育研修 ・・・・・・・・・・・・１名 

    ・マリンエンジニアリング学会主催の見学会 ・・・・・・・１名 

    ・タービンプラントシミュレータを用いたチーム訓練の見学 １名 

    ・新造セメント運搬船の見学 ・・・・・・・・・・・・・・３名 

    ・高速船乗船研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名 

計 ９３名 

 

ⅱ 事務員等研修 

機構の適正な事務業務の運営に資するため、延べ２８名の事務員等研修を実施した。

（目標値１６名） 
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〔内部研修〕 

・新管理職者研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・７名 

〔外部研修〕 

・人事担当課長講習会 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１名 

・管区機関課長級研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・１名 

  ・初任係長（本省）研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・２名 

  ・中堅係長（Ⅰ期）研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・１名 

・行政広報･情報公開研修 ・・・・・・・・・・・・・・・ １名 

・簿記研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・１名 

・第２７回政府出資法人等内部監査業務講習会 ・・・・・・１名 

・中部地区セクシャル・ハラスメント防止研修 ・・・・・・１名 

・ホームページ研修 ・・・・・・・・・・・・・・・・・ １２名 

計  ２８名 

 

                                            （資料９：平成２０年度 研修実績）

 

 

 
③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施  

⑧ 自己評価体制の充実及び教員の資質・能力の向上等を図ることとする。 

 
（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑧ 自己評価体制の充実 

     自己評価体制の充実に向け、内部の委員会や外部との意見交換会等の活動を活発

化させ、その評価結果を教育・研究に反映させるとともに、学生・生徒による授業

評価や研究授業を推進することにより、教員の資質・能力の向上等を図る。 

 

（年度計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑧ 自己評価体制の充実 

自己評価体制の検証結果を教育及び研究業務に反映させるよう自己評価体制の改

善を実施する。また、学生・生徒による授業評価及び、各教員の研究授業について、

計画的に実施するとともに制度の充実を図り、保護者等の外部の意見を取り入れる

制度を検討する。 

 

① 年度計画における目標設定の考え方 
自己評価体制についての検証結果を教育及び研究業務に適切に反映させるよう自己評価体

制の改善を実施するものとして設定した。 

また、教育業務の質の向上を図るため、学生・生徒による授業評価を実施し、教員の授業

方法の改善に活用するとともに、定期的に研究授業を実施し授業の改善に努め、学生・生徒

の理解度の向上を図り、保護者等の意見を取り入れる制度を検討するものとして設定した。 

 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 
⑧ 自己評価体制の充実 

ⅰ 内部評価について 

平成１８、１９年度に構築した内部評価要領を踏まえ、教育内容の異なる海上技術学

校等と海技大学校をそれぞれ適切に評価できるよう、評価項目等を別に定めるなどして、

評価実施要領の大幅な見直しを行った。 

また、内部評価委員会において他校の参考となる模範的な取り組みとして評価された

ものについては、各学校への業務に反映させるよう努めた。 
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（資料１０：平成２０年度 内部評価資料）

 

ⅱ 教育業務の質の向上を図るため、引き続き生徒・学生による授業評価及び教員の研究

授業を下記のとおり実施し、所要の成果を上げることができた。 

 

本科（海上技術学校） 

・ 授業評価の実施 

座学科目については各教員１科目で年間２回、実習・実技の科目については年間１

回、生徒による授業評価を実施した。 

・ 研究授業と授業研究会 

研究授業及び授業研究会をそれぞれ下記のとおり実施した。 

 

 

 

 

専修科（海上技術短期大学校） 

・ 授業評価の実施 

１年次については前期、後期各１回、２年次については１回、年間３回、学生によ

る授業評価を実施した。 

・ 研究授業と授業研究会 

研究授業と授業研究会を組み合わせて、各学校で年に 1～２回実施した。 

 

海上技術コース（海技大学校） 

・ 授業評価の実施 

海上技術コースについては、前期、後期各１回実施し、他の課程については卒業時

期に学生による授業評価を実施した。 

・ 国際協力コースにおける評価会の開催 

国際協力コース（中級）においては、航海科及び機関科ともにコースの修業期間の

中間点である６月に中間評価会を開催し、その結果を後半の授業改善に反映させた。

また、終了時には最終評価会を開催し、コース全般の総合的な評価を行い、その結果

を次年度の授業改善に反映させている。 

 

成果 

本科及び専修科 

・ 生徒・学生による授業評価を年２回実施することにより、前半の反省点を後半で

改善し、更にその効果を検証することができ、指導方法の改善に加えて教員のモチ

ベーションの高揚にも役立てている。 

・ 研究授業では、他の教員の授業を見ることにより、自らの授業の改善を図り、ま

た授業を実施した教員自身も今まで気付かなかった点の指摘を受けることで、より

良い授業を考える機会となった。 

学 校 小樽 宮古 館山 唐津 口之津 合計 

研 究 授 業 ２ １ ３ ３ ２ １１ 

研 究 会 ２ １ ３ ３ ２ １１ 
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・ 特に、最近新採用の教員が増加し、自分自身の授業の進め方に不安を抱いている

ため、この研究授業及び授業研究会は大変有意義なものとなっている。 

 

海上技術コース 

学生による授業評価から共通の問題点や課程特有の問題点を把握し、本年度及び来

年度の授業に反映させることとしている。 

 

    （資料１１：授業評価アンケート報告書）

 

ⅲ 保護者アンケートの実施 

保護者会開催時に授業参観を実施し、本科校３校で授業評価について、保護者アンケ

ートを試行した。集計結果からは、全般的に各設問に対し満足度の高い回答が得られた。

 

  （資料１２：保護者アンケート報告書）

 
③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施  

⑨ 受験・入学のための広報活動のあり方を見直し、船員を目指す人材をより多方面

から確保するよう努める。 

 
（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑨ 広報活動 

受験・入学のための各種学校案内、ホームページ及びその他の広報活動の見直

し充実化を図り、船員を目指す人材をより多方面から確保するよう努める。 

 

（年度計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑨ 広報活動 

         学校案内、ホームページ等広報活動のあり方を工夫、改善するとともに、特に専

修科の募集活動については、少子化、大学全入といった非常に厳しい環境の中、専

修科校と本部の連携を強化して積極的に展開し、新たな船員供給源の開拓に努める。

 
① 年度計画における目標設定の考え方 

学校案内、ホームページ等広報活動のあり方を工夫、改善するとともに、特に専修科の応

募状況が厳しい環境の中、専修科校と本部の連携を強化して広報活動を積極的に推進するも

のとして設定した。 

 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 
⑨ 広報活動 

ⅰ 各学校は、引き続き次のとおり広報活動に努めた。 

 ・ 学校案内の配布（各学校の合計３０，８０２部） 

・ 地方紙、進路関係雑誌等への募集案内の掲載 

・ 近隣県の中学校、高等学校訪問（各学校の合計：２，５９２校） 

・ 航海訓練所の練習船が近隣に入港したときに学校案内等の配付等 

・ 体験入学等の開催等（各学校の合計：２７回） 

・ 出身中学校への近況報告、卒業報告の送付 

 

ⅱ ホームページの充実 
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・ 本部及び各学校のホームページに、バナーボタン（船員になりたい中学生の皆さん

へ、高校生／一般の皆様へ）を設置し、本部の入試試験情報のページにリンクできる

ようにした。 

・ 各学校は、ホームページ研修等で得た手法を用い、ホームページの構成やレイアウ

トをリニューアルし、ブログを追加するなど工夫した。また、学校生活や行事等のニ

ュースを適宜更新する等、常に最新の情報を提供できるようにした。 

 

ⅲ 専修科拡充に対応した募集活動 

応募者の増加を図るため、本部に設置した入試対策室と専修科３校でテレビ会議を開

催し、連携を強化して、引き続き、以下の広報活動の充実に努めた。 

・ 全国の水産系高等学校に拡大した推薦入試制度の周知を図るため、入試対策室を中

心として、各海上技術学校等と協力し、全国の水産系高等学校を訪問するなど、積極

的な広報活動を実施した。 

・ 体験入学参加者の増加が応募者の確保につながることから、各学校で体験入学を４

～６回開催し、また、リクルート社の「学校見学会に行こう」に体験入学の案内を掲

載した。 

・ 今年度新たに全国の中学校、高等学校で購読している「教育新聞」に学生募集の記

事を掲載し、先生方への周知を図った。 

・ 波方校の応募状況が厳しい状況となったことで、緊急の募集対策として専修科３校

で臨時の推薦入試を２月に実施した。（応募者３３名） 

・ 練習帆船の近隣港入港時、職員が統一パンフレット等を配布してＰＲに努めた。（宮

古港、清水港、広島港、今治港） 

・ 海上自衛隊横須賀及び舞鶴地方総監部を訪問、艦船等での勤務経験がある退役予定

自衛官に対する就職援護講習に参加して、学校ＰＲについて協力依頼をお願いした。

・ 大阪で開催された全国の専門高校等の生徒が集う全国産業教育フェアに参加してＰ

Ｒを行った。 

 

その結果、専修科校全体で３４９名（募集定員２４０名）の応募者を確保、２５０名

が入学した。 

 

ⅳ 研究成果等の公表 

・ 平成１９年度研究成果、平成２０年度研究計画、研究内容及び教育課程・施設紹介

等の船員教育に関する情報をホームページに記載し、外部に公表した。 

・ 機構内の教育活動について紹介する広報誌の名称を「海技共育２１」と改め、より

読みやすく充実した内容に一新し、関係機関に５４４部配布した。 

 

（資料１３：広報活動資料）

 

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （１）海技教育の実施  

 

（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑩ その他 

イ 本科及び専修科においては、寮生活における生活指導を充実させ、集団生活の

理解を深めさせる等、資質の涵養を一層充実・強化するため、生活指導等のあり

方を検討する。 

ロ  本科においては、定期的に保護者会を開催、保護者会と連携を強化し、生活指

導の充実を図る。 

 

（年度計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（１）海技教育の実施 

⑩ その他 

       イ いままで実施した寮生活等における生活指導に係る研修の効果を受講者等から

聴取して検証し、研修内容の改善と充実を図る。 

       ロ  本科においては、計画的に保護者会を開催し、保護者と学校間の信頼と連携を

強化することにより生活指導を充実する。 

 

① 年度計画における目標設定の考え方 

いままで実施した寮生活等における生活指導に係る研修の効果を検証し、研修内容の改善

と充実させ、教員の指導能力の一層の向上を図るものとして設定した。 

また、保護者会を充実し、学校と保護者の連携を深め、一体的な生活指導を行うことによ

り、一層の教育効果の向上を図るものとして設定した。 

 

② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 

⑩ その他 

イ 平成１９年度に実施した初任教員研修受講者の報告に基づき、「外部講師による生活指

導に係る講演」を他の研修にも導入することとし、新たに中堅教員に対して実施したミ

ドル・ステップ研修に組み入れ、研修内容の改善と充実を図った。 

・ミドル・ステップ研修（平成２０年８月実施） １０名参加 

講師：静岡大学教授（２名） 

内容：生徒・学生指導、保護者とのトラブルについて 
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子どもの心に届く話し方について 

 

ロ 保護者会の実施 

保護者会を、本科各校で３回以上実施した。 

計画的に保護者会を開催し、学校の現状、教育の実施状況、生活指導上の問題点等を

説明し、保護者の意見や情報の提供を求め、生活に対する理解を深めることで、学校と

保護者間における信頼関係の構築に努めた。 

また、保護者会において、授業参観や個別面談、内航の海運業界団体の講演を取り入

れる等、内容の充実を図り、参加者を増加させるための工夫を行った。 

 

本科校保護者会開催回数  

 

 

 

      ※宮古校は、専修科へ移行のため、本科については３年生のみ在籍 

 

学校 小樽 宮古 館山 唐津 口之津 合計 

回数 ４ ３ ５ ６  ４ ２２ 

 

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （２）研究の実施  

独立行政法人海技教育機構法第１１条第１項第２号に基づき、船舶の運航に関す

る高度の学術及び技能に関する研究を行う。 

     研究の実施に当っては、機構の目的を踏まえて、海技教育及び船舶運航に関する

研究を組織的に行い、その結果を教育に反映し、船員の資質の向上を図ること等に

より、安全な海上輸送の確保に資するよう努めることとする。 

 
（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（２）研究の実施 

① 研究件数 

海技教育、船舶の運航の分野で組織的に研究計画を策定し、期間中に合計５０件

以上の研究を行う。研究活動の活性化を図るため、１５件程度の共同研究又は受託

研究を他の船員教育機関や大学・研究所等と行う。 

② 研究の評価及び反映 

 研究に関する評価を適切に行い、その評価結果を研究活動に反映させるとともに、

研究成果の教育への反映に努める。 

 

（年度計画における目標値） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（２）研究の実施 

① 研究件数 

海技教育、船舶の運航の分野で組織的に研究計画を策定し、重点研究２件以上、

一般研究８件以上を行う。また、研究活動の活性化を図るため、３件程度の共同研

究又は受託研究を他の船員教育機関や大学・研究所等と行う。 

② 研究の評価及び反映 

研究に関する評価を適切に行い、その評価結果を研究活動に反映させるとともに、

研究成果の教育への反映に努める。 

 

① 年度計画における目標値設定の考え方 
① 研究件数 

安全な海上輸送の確保に資するため、船舶の運航に関する学術、技能に関する研究を行

い、その研究結果を教育に反映させ、船員の資質の向上を図ることとし、平成２０年度計

画として、重点研究２件以上、一般研究８件以上、共同研究又は受託研究３件以上の研究

を実施するものとして設定した。 
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② 研究の評価及び反映 

  研究に関する評価を適切に行い、評価結果を研究計画及び研究実施体制にフィードバッ

クさせ、研究成果の教育への反映に努めるものとして設定した。 

 
② 実績値及び取組み 
① 研究件数 

海技大学校研究管理委員会において、提出された研究について、その内容、予算等を審

査、研究計画を策定し、平成２０年度は以下のとおり実施した。 

    重点研究         ２件（内 ２０年度新規  ０件） 

        一般研究        ２０件（内 ２０年度新規 １０件） 

        共同研究又は受託研究   ３件（内 ２０年度新規  ３件） 

          計                  ２５件（内 ２０年度新規 １３件） 

 

（資料１４：平成２０年度 研究分野別一覧表）

 

② 研究の評価及び反映 

ⅰ 研究に関する評価 

各研究テーマについて、海技大学校研究管理委員会が、次の評価を行った。 

・ 研究計画策定時の申請書に記載された実施項目に対する進捗度 

・ 教員研究テーマ申請書に記載された研究成果の発表計画に対する実績 

・ 船員教育・船舶運航技術の向上への寄与 

・ 研究成果の船員教育への反映 

・ 予算計画の妥当性 

 

ⅱ 評価結果の研究活動への反映 

研究に関する評価結果を次年度の研究予算の配算等に反映させている。 

 

ⅲ 研究成果の教育への反映 

継続的な研究活動を通して研究で得られたシミュレータ等の活用による教育訓練手法

の改善策を即座に取り入れることにより、教育訓練効果の向上に努めた。 

 

（資料１５：平成１９年度 研究報告書）

 

 
③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 
④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

  （３）成果の普及・活用促進 

       独立行政法人海技教育機構法第１１条第１項第３号に基づき、海技教育及びその研

究成果並びに海事思想を国民並びに海運業界に広く普及・活用するための活動を行

う。 

      成果の普及・活用促進に当っては、海技教育及び船舶運航関係の知識、技術、研究

成果及びその他海事に関する情報等を海運業界、学会及び国民等へ積極的に公表して

教育・研究成果の普及を目指すとともに、職員の専門知識の活用を図るために、国内

外を問わず、研修員の受入れ及び各種機関・委員会へ専門家としての職員派遣等を推

進する。 

 
（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（３）成果の普及・活用促進 

① 技術移転の推進等 

       国内外の船員教育機関の要請に応じ、海技教育及び船舶運航に関する知識・技術

の普及・活用促進を図るため、期間中２５名程度の研修員を受け入れるとともに、

政府機関等の要請に応じ海技教育専門家として期間中に５名程度海外へ派遣し、ま

た、学会等の関係委員会へ、委員として期間中８０名程度派遣する。 

② 研究の公表 

      研究については、論文発表及び学会発表等を行い、研究報告書を作成するととも

に、ホームページ上で研究成果及び海技教育に関する情報を外部へ公表し、教育・

研究成果の普及を図る。 

③ 海事思想の普及等 

     教育・研究成果及び海事思想の普及に資するため、一般市民を対象とする公開講

座や練習船による体験航海等を年２５回程度行うとともに、ホームページで提供す

る情報、内容の充実及び更新を迅速に行うことにより、年間のアクセス数の増加を

図る。 

 

（年度計画における目標値） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（３）成果の普及・活用促進 

① 技術移転の推進等 

国内外の船員教育機関の要請に応じ、海技教育及び船舶運航に関する知識・技術

の普及・活用促進を図るため、５名程度の研修員を受け入れるとともに、政府機関

等の要請に応じ海技教育専門家として海外に派遣する。また、学会等の関係委員会
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へ委員として１６名程度派遣する。 

② 研究の公表 

(a) ５件程度の論文発表又は国際学会発表並びに５件程度の国内学会発表等を行

う。 

(b) 研究発表会を開催するとともに研究報告書を作成する。 

(c) ホームページ上で研究成果及び海技教育に関する情報を外部へ公表し、教育・

研究成果の普及に努める。 

③ 海事思想の普及等 

教育・研究成果及び海事思想の普及に資するため、一般市民を対象とする公開講

座や練習船による体験航海等を２５回程度実施する。また、ホームページ上の海事

思想普及に関するページの充実を図る。 

 
① 年度計画における目標値設定の考え方 
① 技術移転の推進等 

平成２０年度目標値として、中期目標の１／５を設定した。 

② 研究の公表 

教育・研究成果の普及を図るため、論文発表又は国際学会発表並びに国内学会発表等を

各５件程度行い、研究発表会を開催するとともに研究報告書を作成するものとして設定し

た。また、ホームページ上で研究成果及び海技教育に関する情報を外部へ公表するものと

して設定した。 

③ 海事思想の普及等 

機構の業務の一環として、海事思想の普及活動や学校の広報は重要なものである。この

ため市民を対象にした公開講座や練習船、カッターを活用した体験航海、地域での海事関

連催しへの積極的な参加協力を行うものとして設定した。 

 
② 実績値及び取組み 
① 技術移転の推進等 

平成２０年度目標を、次のとおり達成した。 

ⅰ 研修員の受入れ （目標値５名程度） 

・ 海技大学校において、財団法人日本造船技術センターの要請により、５カ国計８名の

研修員を受け入れた。（インドネシア、マレーシア、ミャンマー、パナマ、イラク） 

また、財団法人日本水路協会より講師派遣の依頼を受け、独立行政法人国際協力機構

の講習に講師を派遣し、４カ国６名の研修生に講義を行った。（インドネシア、ケニア、

マレーシア、パキスタン） 

・ 国立館山海上技術学校において、東京海洋大学の教育実習生２名を受け入れ、高等学

校教員免状取得に係る教育現場での実習を実施した。 

・ 船社等の要請により、国立清水海上技術短期大学校において、船社等の社員に対する

調理研修を５回実施し、３４名を受け入れた。 
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ⅱ 海外派遣 

   政府機関等からの海技教育専門家としての海外派遣の要請はなかったので、実施して

いない。 

 

ⅲ 委員の派遣 

   財団法人海技振興センター、社団法人日本マリンエンジニアリング学会、社団法人神

戸海難防止研究会、社団法人日本航海学会、社団法人瀬戸内海海上安全協会等、８機関

の関係委員会に、専門分野の委員として延べ３６名を派遣した。（目標値１６名程度）

 

（資料１６：平成２０年度 専門分野委員派遣実績）

 

② 研究の公表 

海技大学校において、次のとおり実施した。研究発表件数は昨年度に比べ減少している

ものの、研究成果の普及に努めた結果、学外から講演・講義の依頼があり、船舶の安全運

航等に寄与できた。 

(a) ・論文発表又は国際学会発表     ８件 

・国内学会発表等          ９件 

(b) ・平成１９年度研究発表会      平成２０年６月２８日開催 

  ・平成２０年度研究報告書      平成２１年６月末発行予定 

(c) ・研究成果の外部への公表      ホームページ上で公表 

 

                  （資料１７：平成２０年度 発表論文一覧表）

 

③ 海事思想の普及等 

ⅰ 海上技術学校、海上技術短期大学校及び海技大学校の広報及び海事思想の普及に資す

るため、練習船及びカッターの体験乗船、公開講座、地方自治体等主催の各種行事への

協力等、各学校で多様な活動を実施し協力した。 

   

公開講座、特別講演の開催   ６回 

練習船による体験航海    ５０回 

    計         ５６回  （目標値２５回） 

 

ⅱ ホームページの改善等 

・ ホームページで提供する情報、内容の充実及び更新を迅速に行い、応募者の確保はも

とより、閲覧者が広く海事に対する関心を持ってもらえるように努めた。 

・ ホームページに乗船実習の様子を紹介するコーナーを設置し、毎日更新に努めた。（館

山校、清水校で実施） 

 

本部及び各学校のホームページの改善に努めた結果、本部及び各学校の平成２０年度ア

クセス数は、平成１９年度のアクセス数１７７，４３８件から約２７，０００件増加し、
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今年度は２０４，３０３件に達した。（ホームページカウンター不良のため、海技大学校

分を除く。） 

 

平成１９年・２０年各学校ホームページ年間アクセス数 

 小樽 館山 唐津 口之津 宮古 清水 波方 海大 本部 

平成 19 年度 26,296 28,806 18,000 11,877  6,794 26,000 18,055 51,923 41,610

平成 20 年度 30,522 33,000 18,000 14,565 16,800 28,060 19,856   － 43,500

※ 平成 20 年度の海技大学校は、カウンター不良のため把握できなかった。 

 

 

 

③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 
④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

（参考１）学校の施設、設備を活用した取組み 

ⅰ 海上技術学校、海上技術短期大学校 

 学校祭を開催し、校内、実習棟、練習船、舟艇等を一般に公開し、海事思想普及につ

ながる練習船及びカッターの体験乗船等の催しを実施した。 

（国立小樽海上技術学校、国立館山海上技術学校、国立口之津海上技術学校）

 

ⅱ 海技大学校 

・ 海技大学校主催、芦屋市教育委員会後援の本校教員等による公開講座を計４回開催し、

一般市民のべ１１３名の参加があった。 

・ 海の月間協賛行事として施設を開放し、シミュレータ等実習機器の体験・見学、ロー

プワーク教室等の体験学習を実施し、一般市民２７名の参加があった。 

・ 海の月間協賛行事「海と船の教室」として施設を公開し、一般市民４４名の参加が

あった。（児島分校） 

・ 地元小学校が実施した学校行事「まちたんけん」の中で、校内施設見学等を行い、小学

生１２０名の参加があった。 

 

（参考２）地域社会に対する活動 

ⅰ 海上技術学校、海上技術短期大学校 

・ 各海上技術学校等の所在地で企画されるマリンフェスタ（海の祭典）に協力し、校

内練習船やカッターの体験乗船等を実施した。 

（国立小樽海上技術学校、国立館山海上技術学校、国立唐津海上技術学校、国立口

之津海上技術学校、国立宮古海上技術短期大学校） 

・ 「虹ノ松原トライアスロン ｉｎ 唐津」の海上コースの設置に協力した。  

（国立唐津海上技術学校）

・ 地元の小学生を対象に体験航海を実施した。（国立口之津海上技術学校） 

・ 「館山自然塾 沖の島探検隊」の一部を共催し、小学生や保護者の校内練習船の体
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験航海を実施した。（国立館山海上技術学校） 

・ 小学生を対象にしたカッター体験を５回実施した。 

（国立清水海上技術短期大学校）

 ・ 中学校の総合学習授業に協力し、船員の職業紹介等を行った。 

（国立小樽海上技術学校、国立口之津海上技術学校）

 ・ 帆船「あこがれ」寄港記念イベントに協力し、海事思想の普及に努めた。 

（国立宮古海上技術短期大学校）

 ・ 海事関係団体の委員会メンバーとして、港まつりのイベントとして体験航海を行っ

た。（国立清水海上技術短期大学校） 

 

ⅱ 海技大学校 

・ 海の月間協賛行事として神戸港振興協会主催で実施された「神戸港ボート天国」にお

いて体験航海を行い、一般市民８０名の参加があった 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 46

 
① 年度計画における目標値設定の考え方 
 内部統制については、研修等を通じて機構の取り組み等の周知徹底を図り、内部統制の拡

充に向けて体制を整備するものとして設定した。 
② 実績値及び取組み 

・ 監事監査、スクールレビュー、登録関係実施調査、内部評価及び勤務評定等を確実に

実施することにより、内部統制の周知を図った。 

また、理事長以下９名の本部役職員及び分校長を含む各学校長９名による内部統制整

備委員会を３月に立ち上げるとともに、内部研修で内部統制に係る機構の取り組み等の

周知徹底を図った。 

・ 全教職員に配布している危機管理・安全管理マニュアルについて、新型インフルエ

ンザに対する機構の基本方針や内部通達集の追加等改定を行った。 

 

（資料１８：監査報告書） 

（資料１９：スクールレビュー実施報告書） 

（資料２０：登録関係実施調査結果通知書）

③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 
 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
 

 
 

（中期目標） 

３  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する事項 

 

（中期計画） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

 

（年度計画における目標値） 

２  国民に対して提供するサービスその他の業務の質の向上に関する目標を達成するため

とるべき措置 

（４）内部統制の維持・充実 

   研修等を通じて内部統制に係る機構の取り組み等の周知徹底を図り、内部統制の拡

充に向けて体制を整備する。 
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４．財務内容の改善に関する事項 

 
（中期目標） 

４  財務内容の改善に関する事項 

    運営費交付金を充当して行う事業については、「２．業務運営の効率化に関する事項」

で定めた事項について配慮した中期計画の予算を作成し、当該予算による運営を行う。

   また、機構の業務の範囲内において、自己収入の確保を図るとともに、海技士資格取

得以外の講習については、受益者負担の導入等により、できる限り運営費交付金に依存

しない運営体制を構築するものとする。 

 

（中期計画） 

３  予算 

（１）自己収入の確保 

機構の業務の範囲内において自己収入の確保を図る。特に、実務教育の実施に当っ

ては、海運業界の状況等を勘案しつつ適切な受益者負担を導入することとする。 

 

（年度計画） 

３  予算 

（１）自己収入の確保 

実務教育の実施に当たっては、当該教育に係る実費及び海運業界の状況等を勘案し

つつ、適切な受益者負担を導入を検討する。 

ただし、海技課程については、授業料を改定する。 
 

① 年度計画における目標設定の考え方 
 海運業界の状況等を勘案しつつ適切な受益者負担を導入した授業料等への改定に向けて準

備を行うものとして設定した。 

 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 

実務教育における授業料の改定については、昨年度に引き続き意見交換会、船社訪問等

により検討を行ったが、昨年夏以降の急激な景気の後退から改定は時期尚早と判断し、引

き続き平成２１年度に検討を行うこととした。 

海技課程（本科及び専修科）の授業料については、平成２０年度入学生から授業料を年間

４８，０００円から６０，０００円に改定した。 
 
③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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（中期目標） 

４  財務内容の改善に関する事項 

 

（中期計画） 

３  予算 

（２）予算 

（３）平成１８年度～平成２２年度収支計画 

（４）平成１８年度～平成２２年度資金計画 

 

（年度計画） 

３  予算 

（２）平成２０年度予算（人件費の見積りを含む。） 

（３）平成２０年度収支計画 

（４）平成２０年度資金計画 
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（実績値） 

１  予算計画 

 

区  別 
中期計画 

予算金額（百万円）

平成２０年度計画 

予算計画 

金額（百万円） 

実績値 

金額（百万円） 

収入 

  運営費交付金 

  施設整備費補助金 

 受託収入 

  業務収入 

  計 

 

１４，２３６

４１４

８５

５３７

１５，２７２

 

２，７４５

１１８

３５

１４２

３，０４０

 

２，７４５

１０７

２９

１８１

３，０６２

支出 

  業務経費 

  施設整備費 

  受託経費 

  一般管理費 

  人件費 

  計 

 

２，２４３

４１４

７２

１，２３０

１１，３１３

１５，２７２

 

４１６

１１８

３５

２３８

２，２３３

３，０４０

 

４５５

１０７

            ２９

２２２

２，１１２

２，９２５

 ［人件費の見積り］ 

期間中総額 8,869

百万円を支出する。 

 但し、上記の金額

は、常勤役員報酬並び

に職員基本給、職員諸

手当、超過勤務手当、

休職者給与及び国際

機関派遣職員給与に

相当する範囲の費用

である。 

［人件費の見積り］

年度中総額 1,780

百万円を支出する。

但し、上記の金額

は、常勤役員報酬並

びに職員基本給、職

員諸手当、超過勤務

手当、休職者給与及

び国際機関派遣職

員給与に相当する

範囲の費用である。

［人件費の見積り］

年度中総額 1,663

百万円を支出した。

但し、上記の金額

は、常勤役員報酬並

びに職員基本給、職

員諸手当、超過勤務

手当、休職者給与及

び国際機関派遣職

員給与に相当する

範囲の費用である。
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２  収支計画 

 

   区  別 

中期計画 

平成 18 年度～ 

平成 22 年度収支計画

金額（百万円） 

平成２０年度計画 

収支計画 

金額（百万円）

実績値 

金額（百万円） 

費用の部 

  経常費用 

   業務費 

  受託経費 

   一般管理費 

   減価償却費 

  財務費用 

 臨時損失 

１５，０９４

  １５，０９４

  ９，９８１

       ７２

  ４，８０５

      ２３６

０

０

２，９７０

   ２，９７０

１，９４４

        ３５

       ９４３

         ４８

０

０

２，８７７

２，８７６

１，９９１

３２

６９０

１５９

４

１

収益の部 

  運営費交付金収益

受託収入 

業務収入 

資産見返負債戻入 

資産見返物品受贈

額戻入 

資産見返運営費

交付金戻入 

臨時利益 

純利益 

目的積立金取崩額 

総利益 

１５，０９４

 １４，２３６

       ８５

      ５３７

      ２３６

２３６

０

０

０

０

０

２，９７０

２，７４５

３５

       １４２

４８

４８

０

        ０

０

０

０

２，８７３

２，５６６

          ２９

         １８４

          ９３

 

          ２１

 

          ７２

           １

          △４

           ０

          △４
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① 年度計画における目標値設定の考え方 
１．予算計画 

  運営費交付金は、運営費交付金の算定ルール（財務省方針）に従い算定した。 

   

２．収支計画 

業務費及び一般管理費には、人件費を含む。 

減価償却費は、国から無償譲与された固定資産及び運営費交付金を財源として取得した

固定資産の減価償却費である。 

資産見返物品受贈額戻入は、国から無償譲与された固定資産の減価償却費相当額である。

 

３．資金計画 

  業務活動による支出には、前中期の最終年度における処理である国庫納付金額を含む。

  投資活動による支出は、固定資産取得にかかる費用である。 
 
 

３  資金計画 

 

  区   別 

中期計画 

平成 18 年度～ 

平成 22 年度資金計画

金額（百万円） 

平成２０年度計画 

資金計画 

金額（百万円）

実績値 

金額（百万円） 

資金支出 

  業務活動による支出 

  投資活動による支出 

  財務活動による支出 

次期中期目標の期間

への繰越金 

 

１５，２７２

１４，８５８

４１４

０

０

３，０４０

２，９２２

１１８

０

０

２，９５２

２，７４１

         １４６

          ６５

 

           ０

資金収入 

  業務活動による収入 

運営費交付金によ

る収入 

受託収入 

業務収入 

投資活動による収入 

施設整備費補助金

による収入 

１５，２７２

１４，８５８

１４，２３６

８５

５３７

４１４

４１４

３，０４０

２，９２２

２，７４５

３５

１４２

１１８

１１８

 ３，０５２

２，９４５

２，７４５

２９

１７１

１０７

１０７
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  ② 実績値及び取組み 
  

   
 ③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 

 ④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
契約について 

平成２０年度の契約状況については下記のとおりです。 

 ・ 一般競争入札（30 件、総額 179，228，617 円、１件あたり平均落札率 87％） 

 ・ 指名競争入札（4 件、総額 8，260，410 円、１件あたり平均落札率 82％） 

 ・ 随意契約（30 件、総額 107，096，716 円、１件あたり平均落札率 98％） 

  ※ 随意契約 30 件のうち 2 件は不落随意契約です。 

  ※ 随意契約とした理由 

独立行政法人海技教育機構会計規程第38条及び契約事務取扱細則第26条に基づ

いて実施している。 

  ※ これまで随意契約だったものから競争入札に移行した事例及び件数 

    ・ 給食業務委託契約   1 件 

    ・ 労働者派遣契約    9 件 

随意契約については、監事による監査において「競争性及び透明性の確保という観点を

重視し、速やかな移行を図ることが適当である。」と講評があり、平成２１年度には５件

について一般競争入札等への移行を予定している。 
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① 年度計画における目標値設定の考え方 
 資金計画による運営費２月分を想定する。 

 
② 実績値及び取り組み 
 短期借入金の実績なし。 

 

③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

 
 
 
 
 
 
 

（中期目標） 

４  財務内容の改善に関する事項 

 

（中期計画） 

４  短期借入金の限度額  

     予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限度額は、

  ５００百万円とする。 

 

（年度計画における目標値） 

４  短期借入金の限度額  

予見し難い事故等の事由に限り、資金不足となる場合における短期借入金の限度額は、

５００百万円とする。 
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① 年度計画における目標設定の考え方 
 なし 

 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 
 平成２１年度において、海技大学校児島分校の廃止に伴い、重要な財産（土地、建物等）

の処分を進める。 

 

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（中期目標） 

４  財務内容の改善に関する事項 

 

（中期計画） 

５  重要な財産の処分等に関する計画 

     海技大学校児島分校の廃止に伴い、同校の重要な財産の処分を行う。 

   （財産処分の内容） 

    海技大学校児島分校土地、建物及び工作物 

 

（年度計画） 

５  重要な財産の処分等に関する計画 

     なし 
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① 年度計画における目標設定の考え方 
 なし 

 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 
 平成２０年度は該当なし。 

 

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
１ 剰余金はない。 
 
２ 目的積立金について 

当期純利益がないため目的積立金はない。 
 
３ 繰越欠損金について 

平成２０年度繰越欠損金は、３３８百万円となっている。これは、平成１７年度に廃校

となった沖縄海上技術学校の建物及び船舶の評価損及び売却損が含まれている。（平成 
１６年度評価損３９６百万円、平成１７年度売却損７９百万円） 

 
 

 

 

（中期目標） 

４  財務内容の改善に関する事項 

 

（中期計画） 

６  剰余金の使途 

     期間中に生じた剰余金は、計画の達成状況に応じて、施設・設備等の整備、研究調査費

等教育基盤の整備拡充のため使用するものとする。 

 

（年度計画） 

６  剰余金の使途 

     年度中に生じた剰余金は、計画の達成状況に応じて、施設・設備等の整備、研究調査費

等教育基盤の整備充実のため使用するものとする。 
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５．その他業務運営に関する重要事項 

 

 

① 年度計画における目標設定の考え方 
機構の目的の確実な鉄製のため、年度中に１１８百万円程度の施設・設備の整備を行うも

のとして設定した。 

 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 

平成２０年度の施設・設備に関する整備は、次の２件を実施した。 

・海技大学校児島分校基盤整備工事                  3,448千円 

・国立清水海上技術短期大学校総合実習棟建築工事（３カ年の初年度） 103,774千円 

平成２１年以降も引き続き、国立清水海上技術短期大学校総合実習棟建築工事を実施する。

 

③ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 

 
 

（中期目標） 

５  その他業務運営に関する重要事項 

  （１）施設・設備の整備 

    機構の目的の確実な達成のため、必要となる施設・設備に関する整備計画を策定し、

効果的な業務運営を図る。 

 

（中期計画） 

７  その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 （１）施設・設備に関する計画 

機構の目的を効率的に達成するために、期間中総額４．１４億円規模の施設・設備

の整備を行う。 

施設・設備の内容 予定額（百万円） 財  源  

教育施設整備費 

児島分校基盤整備工事 

清水校総合実習棟建築工事 

 

１１

４０３

 

 

独立行政法人海技教育

機構施設整備費補助金 

 

    

 

 

 

 

 

（年度計画） 

７  その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（１）施設・設備に関する計画 

      機構の目的の確実な達成のため、年度中に１１８百万円程度の施設・設備の整備を

行う。 



 57

 

 

① 年度計画における目標値設定の考え方 
 中期計画中の人件費を前中期期間の最終年度予算額を基準として５％以上削減する。 

この計画に従い平成２０年度は０．６％とした。また、国家公務員の給与構造改革を踏ま

えた役職員の給与体系の見直しを行うものとして設定した。 
 
② 当該年度における取組み及び中期目標達成に向けた次年度以降の見通し 

人件費については、前年度計画額を基準として０．６％の削減に取組み、平成２０年度の

削減率は０．６８％となり着実に目標を達成した。 

（中期目標） 

５  その他業務運営に関する重要事項 

  （２）人事に関する計画 

   上記の各般の業務運営の効率化を通じて、人件費（退職手当等を除く。）について

は、「行政改革の重要方針」（平成１７年１２月２４日閣議決定）を踏まえ、前中期

目標期間の最終年度予算を基準として、本中期目標期間の最終年度までに国家公務員

に準じた人件費削減の取組を行うこととする。また、国家公務員の給与構造改革を踏

まえた役職員の給与体系の見直しを進めることとする。 

 

（中期計画） 

７  その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

 （２）人事に関する計画  

  上記の各般の業務運営の効率化を通じて、｢行政改革の重要方針｣（平成 17 年 12 月

24 日閣議決定）を踏まえ、前中期目標期間の最終年度予算を基準として、本中期目標

期間の最終年度までに人件費（退職手当等を除く。）について５％以上の削減を行う。

また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進める。 

    （参考） 

  人件費削減の取り組みによる前年度予算に対する各年度の人件費削減率は以下のとおり。

（％）

１８年度 １９年度 ２０年度 ２１年度 ２２年度 

△2.3％ △0.6％ △0.6％ △0.6％ △0.6％

 

（年度計画における目標値） 

７  その他主務省令で定める業務運営に関する事項 

（２）人事に関する計画  

上記の各般の業務運営の効率化を通じて、「行政改革の重要方針」（平成１７年１

２月２４日閣議決定）を踏まえ、前中期目標期間の最終年度予算を基準として、本中

期目標期間の最終年度までに人件費（退職手当等を除く。）について５％以上の削減

を行う。また、国家公務員の給与構造改革を踏まえた役職員の給与体系の見直しを進

める。 
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また、昨年度に引き続き国家公務員の構造改革を踏まえた役職員の給与体系見直しを行い、

中期計画どおり達成する見込みです。 

なお、平成２０年度の給与水準については、ラスパイレス指数９４．７となっています。

 
③ 実績値が目標値に達しない場合には、その理由及び次年度以降の見通し 

 
 

④ その他適切な評価を行う上で参考となり得る情報 
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第２章 自主改善努力評価のための報告 

 

１．海技教育機構運営改革懇談会の開催 

船員教育分野においては、平成１９年３月に取りまとめられた「船員教育のあり方に関する

検討会報告」、及び平成２０年７月に交通政策審議会海事分科会から答申された「日本船舶及

び船員の確保に関する基本方針」等により、船員の育成確保に関する目的や方針が、一層明確

化されてきた。 

こうした中で、船員教育の中核を担う海技教育機構（以下、「機構」という。）においては、

統合後の中期目標期間を既に折り返したところであり、次のステップに向けて新たな方針等の

検討が急務となっている。 

今後の機構運営の基本的方向性を明らかにするため、平成２０年９月に機構内部に運営改革

準備会を立ち上げ、今後の機構運営について論点を整理した上で、平成２１年１月から３月に

かけて外部有識者、内航海運事業者等関係者を委員とする海技教育機構運営改革懇談会を計４

回開催した。 

懇談会では、各委員の意見交換を通じて、「海技教育機構運営改革懇談会報告について」が

取りまとめられた。 

今後、機構においては、本報告の趣旨に基づき、教育サービスの向上及び教育の魅力化を図

り、安定的かつ効率的な運営を目指し、時宜を的確にとらまえ、実効ある施策を打ち出してい

きたい。 

 
２．新型インフルエンザマニュアルの作成について 

今般、Ｈ５Ｎ１型鳥インフルエンザがヒト型のインフルエンザに変異し、世界的な流行の懸

念が指摘され、厚生労働省をはじめとする政府関係機関においてもその対策が検討されている

ことが広く報道されている。 

また、海技教育機構は、各学校において、幅広い年齢層の生徒・学生に対して寮生活を主体

として教育を行っており、このような寮という集団生活の環境の中、一人の新型インフルエン

ザによる感染症が確認されたときには、他の生徒・学生及び教職員にも感染が拡大し、甚大な

被害が出ることは想像に難くない。 

そのため、新型インフルエンザが国内で発生が確認された場合、本部及び各学校の基本方針

を予め定めておき、この基本方針に従い本部と各学校が協力して対応し、生徒・学生及び教職

員を含めた組織の被害を最小限にとどめるための基本方針を定めた。 

この基本方針に沿って、第１段階として、機構職員、生徒・学生及び保護者に対する基礎知

識を伝達するため資料作成と説明を行うとともに、感染防止マスク等必要備蓄品の購入及び配

布を行った。 

第２段階として、新型インフルエンザは、その発生状況等に応じて取るべき対応が異なるこ

とから、予め状況を想定し、その状況において迅速かつ的確な対応ができるよう、平時より各

学校との連携をし、対策を定めておく必要がある。このため、本部及び各学校は、最悪の流行

のシナリオに基づいた対策（ケース１）と季節のインフルエンザに準じた対策（ケース２）を

想定した「新型インフルエンザ対応マニュアル」を作成した。 
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３．教育規程の一本化について 

これまで、機構には、「海技士教育科海技課程教育規程」及び「海技大学校教育規程」の２

つの教育規程があった。 

統合のメリットを発揮するため、平成２１年度には、海上技術学校及び海上技術短期大学校

においても船舶運航実務課程運航実務コースを実施することとしており、「海技士教育科海技

課程教育規程」の改正が必要となる。 

また、一つの組織に同様の規程が２つ存在することは不都合であるとともに、学校毎にまと

められていた２つの規程を科、課程、コース毎の規程となるよう一本化することにより、教育

業務の内容をわかりやすくできる。 

このような背景から、２つの規程を廃止し、限定救命艇手講習等を海上技術学校及び海上技

術短期大学校において実施できるよう、また、今後の教育業務を全国展開しやすくするため、

新たに「独立行政法人海技教育機構教育規程」を制定した。 

 
４．新採用教員の研修実施について 

運営改革懇談会でも議論された教育サービスを向上させるためには、教育力の強化が必要で

あり、そのために従来の教員内部研修体制を一新し、採用から管理職就任までの一貫した新た

な研修体制を整備し、実施することが大切である。 

機構においては、新たに採用した教員は、基礎知識をほとんど持たない状態で４月１日以降

赴任地の学校で実務に携わりながら、教員としての職務を遂行している。一方、一般の会社で

は、新採用者に対する研修を行うことが一般化している。 

このことから、機構においても新たに採用した教員に対して、教員の職務、心構え、関係法

規及び内部規程並びに海技教育機構の置かれている現状等に関する基礎的な研修を行うこと

は、着任後の業務への円滑な導入を図ることができることから、平成２１年度からの実施に向

け検討を行った。 


